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安全・安心子育て教育 福祉 税保険 くらし

の
３
免
除
期
間
は「
８
分
の
５
」、全
額
免
除

期
間
は「
８
分
の
４
」に
相
当
す
る
額
で
年
金

額
が
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
免
除
期
間
は
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る
場
合
に
も
適
用
さ

れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
一
部
免
除
制
度
は
、
残
り
の
納

付
す
べ
き
保
険
料
を
納
め
忘
れ
る
と
、
免
除

が
無
効
と
な
り
、
老
齢・障
害・遺
族
の
各
基

礎
年
金
受
給
資
格
期
間
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん

の
で
、
必
ず
所
定
の
保
険
料
を
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

　
こ
の
他
、
50
歳
未
満
の
人
を
対
象
と
し
た

「
納
付
猶
予
制
度
」（
所
得
審
査
あ
り
）が
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
、
学
生
を
対
象
と
し
た「
学
生
納
付

特
例
」（
所
得
審
査
あ
り
）と
い
っ
た
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
た
保
険
料

に
つ
い
て
は
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
少

な
く
な
ら
な
い
よ
う
、
10
年
以
内
に
追
納
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
追
納
す
る
と
き
、
免
除
が
承
認
さ
れ
た
期

間
が
属
す
る
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３
年
度

以
降
に
納
付
す
る
場
合
は
、
経
過
し
た
年
数

に
応
じ
た
一
定
の
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
現
況
届
は
７
月
中
に
提
出
を　

　
20
歳
前
発
症
の
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎
年

金（
年
金
コ
ー
ド
２
６
５
０
、
６
３
５
０
、

６
３
５
１
）を
受
け
て
い
る
人
は
、
毎
年
７

月
中
に
現
況
届（
所
得
状
況
届
）を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
現
況
届
の
用
紙
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

受
給
者
に
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、同
封
の「
し

お
り
」を
参
考
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
総

合
窓
口
課
国
民
年
金
担
当
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い（
郵
送
可
）。

▽ 

平
成
29
年
１
月
２
日
以
降
に
他
の
市
区
町

村
か
ら
転
入
さ
れ
た
人
は
、
前
住
所
地
の

所
得
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

他
の
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、

そ
の
年
金
の
証
書
や
、「
年
金
額
改
定
通
知

書
」の
写
し
と
、「
国
民
年
金
障
害
基
礎
年

金
受
給
権
者
支
給
停
止
額
変
更
届
」を
添

付
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

診
断
書
の
提
出
を
必
要
と
す
る
受
給
者
に

は
所
定
の
診
断
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
医
師
に
７
月
中
に
診
断
書
を
記
入
し

て
も
ら
い
、
現
況
届
と
と
も
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
他
の
年
金
を
受
け
て
い
る
人
は
、

毎
年
誕
生
月
に
現
況
届
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で（
住
民
票
コ
ー
ド
で
確
認
で
き
る
人
は
除

く
）、日
本
年
金
機
構
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申 ・
提
・
問
総
合
窓
口
課
国
民
年
金
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
２
４

青
少
年
の
非
行・被
害
防
止

 

全
国
強
調
月
間

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　
国
民
年
金
制
度
は
、
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
全
て
の
人
が
加
入
し
、
老
後
の
老
齢
基
礎

年
金
の
他
、
万
が
一
の
と
き
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
る
制
度
で
す
。

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
月
額
１
万
６
千
490

円
で
す
が
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
手
続
き
に

よ
り
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
保
険
料
の
免
除
制
度
に
は
、「
４
分
の
１
免

除
」、「
半
額
免
除
」、「
４
分
の
３
免
除
」、「
全

額
免
除
」が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
免
除
が
適
用
さ
れ
る
に
は
、
本

人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所

得
が
、
一
定
の
基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と
が

条
件
で
す
。
な
お
、
平
成
28
年
１
月
以
降
に

離
職
さ
れ
た
場
合
は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
や
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
の

写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
29
年
度（
平
成
29
年
７
月
〜
平
成
30

年
６
月
）の
免
除
申
請
に
つ
い
て
は
、
７
月

か
ら
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す
が
、
過
去
の

期
間
に
関
す
る
免
除
申
請（
申
請
書
受
付
月

か
ら
２
年
１
カ
月
前
ま
で
の
未
納
保
険
料
）

に
つ
い
て
は
、
随
時
申
請
が
可
能
で
す
。
そ

の
際
も
同
様
に
各
申
請
年
度
の
前
年
所
得
で

審
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
た
期
間
の
老

齢
基
礎
年
金
額
は
、
全
額
納
め
た
場
合
と
比

較
し
て
、
４
分
の
１
免
除
期
間
は「
８
分
の

７
」、半
額
免
除
期
間
は「
８
分
の
６
」、４
分

放
置
自
転
車
の
引
き
取
り
を

　
自
転
車
の
撤
去
は
、
土・日
、祝
日
も
実
施

し
て
い
ま
す
。

保
管
期
間　
移
送
の
告
示
日
か
ら
１
カ
月

処
分
日　
７
月
22
日（
土
）

【
５
月
撤
去
分
】　

　
心
当
た
り
の
あ
る
人
は
、
早
急
に
放
置
自

転
車
大
日
保
管
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

℡ 

０
６
・
６
９
０
２
・
２
３
４
０

返
還
時
間　
毎
日
午
前
10
時
〜
午
後
７
時

持 

住
所
、
氏
名
が
確
認
で
き
る
も
の
、
鍵
、

移
送
保
管
料（
自
転
車
２
千
500
円
、
原
動

機
付
自
転
車
４
千
円
）

注 

移
送
日
の
前
日
ま
で
に
警
察
署
に
盗
難
届

が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
き
は
免
除
対
象

問
道
路
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
９
３
、
１
６
９

４

淀川

商業施設

至大阪

水路

庭窪中庭窪小

モノレール
大日駅

橋
大
飼
鳥

地下鉄
大日駅

府道
京都
守口
線

ムーブ 21

国道
1号

国道
１号（

高架
）

浄水場
交 都

京
至

3番出入口

放置自転車
大日保管所

N

車
動
自
畿
近

道

中央環状線

大日駅よりの順路

募
集 

墓
所
使
用
者
〜
飯
盛
霊
園
〜

必
要
書
類　

①
墓
所
使
用
許
可
申
請
書

②
誓
約
書

③ 

住
民
票（
本
籍
地・転
入
届
日
が
記
載
さ
れ

た
、
発
行
日
か
ら
３
カ
月
以
内
で
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
）

④
認
印

備 

①
②
は
組
合
事
務
所
で
配
布

受
付
期
間　
平
成
29
年
７
月
12
日（
水
）か
ら

先
着
順（
平
日
の
み
）。た
だ
し
、守
口・門
真・

大
東・
四
條
畷
市
民
以
外
の
人
は
、
７
月
19

日（
水
）か
ら
。

備 

午
前
９
時
ま
で
に
複
数
の
人
が
お
越
し
の

場
合
は
抽
選
。
追
加
予
定
の
対
象
墓
所
な

ど
の
詳
細
は
、
事
前
に
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
お
よ
び
組
合
事
務
所
で
公
表
し
ま
す
。

申 ・
問
飯
盛
霊
園
組
合

℡ 

０
７
４
３
・
７
８
・
１
１
９
５

商
業
動
態
統
計
調
査
に
回
答
を

　
全
国
の
商
業
を
営
む
事
業
所
の
事
業
活
動

の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
毎
月
の
月

末
現
在
を
基
準
日
と
し
て
、「
平
成
29
年
度
商

業
動
態
統
計
調
査
」を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
経
済
産
業
省
が
実
施
す
る

基
幹
統
計
で
、
調
査
の
結
果
は
、
景
気
動
向

を
把
握
す
る
た
め
の
重
要
な
指
標
と
し
て
各

方
面
で
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
調
査
対
象
事
業
所
に
は
、
７
月
上
旬
ご
ろ

か
ら
順
次
、
知
事
が
任
命
し
た
統
計
調
査
員

重
点
目
標　

▽
地
域
環
境
の
浄
化
活
動
の
推
進

▽ 

暴
走
族
追
放・
少
年
非
行
防
止
活
動
の
推

進
▽ 

青
少
年
相
談
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
提
供

活
動
の
推
進

　
７
月
は
青
少
年
の
非
行・
被
害
防
止
全
国

強
調
月
間
で
す
。

　
小
学
校
区
ご
と
に
、
地
域
の
各
種
団
体
を

中
心
に
、
実
情
に
応
じ
た
多
様
な
啓
発
活
動

を
展
開
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解・

ご
協
力
と
参
画
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽ 

各
校
区
で
行
わ
れ
て
い
る
パ
レ
ー
ド
な
ど

を
通
し
て
、
非
行
防
止
や
社
会
環
境
の
改

善
な
ど
を
訴
え
ま
す
。

▽ 

青
少
年
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
環
境

（
有
害
図
書・ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
な
ど
の
販

売
、
不
良
広
告
な
ど
）を
調
査
し
、
そ
の

改
善・
撤
去
に
取
り
組
み
、
校
区
内
の
店

舗
な
ど
に「
少
年
を
守
る
店
」の
指
定
、
協

力
を
呼
び
か
け
ま
す
。

▽ 

シ
ン
ナ
ー
な
ど
の
製
造・
販
売
店
へ
、
青

少
年
へ
の
販
売
自
粛
お
よ
び
保
管・
管
理

の
協
力
を
要
請
し
ま
す
。

▽ 

暴
走
族
追
放
、
少
年
非
行
防
止
の
啓
発
活

動
を
実
施
し
ま
す
。

問
ス
ポ
ー
ツ・青
少
年
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
５
・
３
１
５
９

が
訪
問
し
ま
す
の
で
、
調
査
へ
の
回
答
を
お

願
い
し
ま
す
。

問 

大
阪
府
総
務
部
統
計
課・
商
工
業
動
態
グ

ル
ー
プ

℡ 

０
６
・
６
２
１
０
・
９
２
０
９

市税の夜間・休日納付相談

　平日、仕事などで忙しい人や、病気・
失業などで市税を納付できない人は利
用してください。
　なお、相談や連絡をせず、納付がな
い場合、財産（不動産・預金・給与など）
に対し、差し押さえ・公売などを行うこ
とになります。

夜間　7月27日（木）20:00 まで
休日　7月23日（日）9:00~13:00
場・問納税課
℡ 06-6992-1852~1854

注
意

　
水
道
局
職
員
や
水
道
局
か
ら
委
託
を
受
け

て
い
る
業
者
を
か
た
り「
料
金
が
安
く
な
る

プ
ラ
ン
が
あ
る
」「
料
金
を
取
り
過
ぎ
て
い
た

の
で
返
金
す
る
」「
料
金
の
調
査
を
し
て
い
る

の
で
領
収
書
な
ど
料
金
の
わ
か
る
も
の
を
見

せ
て
も
ら
う
」「
家
族
構
成
を
教
え
て
ほ
し

い
」な
ど
、
最
近
電
話
を
か
け
て
く
る
業
者

が
い
る
と
の
通
報
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
調
査
を
装
い
個
人
情
報
を
取
得
し
た
り
、

電
話
で
訪
問
の
約
束
を
取
り
付
け
、
浄
水
器

な
ど
の
販
売
や
不
用
な
水
道
工
事
の
契
約
を

結
ぼ
う
と
し
ま
す
。

　
ま
た
還
付
金
詐
欺
な
ど
の
特
殊
詐
欺
の
疑

い
も
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
一
般
家
庭
の
水
道
料
金
は
単
一
の
料
金
制

度
で
の
利
用
で
す
。
水
道
料
金
が
安
く
な
る

料
金
プ
ラ
ン
な
ど
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　
水
道
局
は
、
各
ご
家
庭
の
水
道
使
用
水
量

に
基
づ
い
て
水
道
料
金
を
徴
収
し
て
い
ま
す

の
で
、
個
人
情
報
な
ど
は
す
で
に
水
道
局
が

知
り
得
る
事
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
業
者
に

委
託
し
調
査
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
断
り
、
面
会
の

約
束
な
ど
絶
対
に
し
な
い
よ
う
に
し
、
不
審

な
場
合
は
水
道
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

問
水
道
局
総
務
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
１
・
６
７
７
４

還
付
金
詐
欺
か
も
!?
水
道
局

 

職
員
を
か
た
る
悪
質
業
者

もりトピ もりトピ


